
令和８年度「知」の集積による産学連携推進事業のうち
バイオエコノミー推進人材活動支援事業
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「知」の集積と活用の場

農林水産省では、農林水産・食品産業の競争力を強化し、成長産業化を促進するために、農林水産・食
品分野に他分野のアイディア・技術等を導入し、従来の常識を覆す革新的な技術・商品・サービスを創
出する場として、『「知」の集積と活用の場』を設立し、産学官連携の取組を推進する。
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<成果展示会の開催> <メディア発信>

当協議会HPはこちら

<セミナー開催>

・産学連携や共創に関心のある会員が加入。
→会員数は5,222（法人団体・個人計）

・会員向けに様々な支援を実施。
（セミナーやメルマガによる情報提供、成果のPR支援、
社会実装に向けた伴走的支援）

・共通のテーマ・課題に関心のある関係者が集い、自
主的に研究開発プラットフォームを形成。
・プラットフォーム内で、研究課題の具体化、知財戦
略・ビジネスモデルの策定に向けて議論。
→173のプラットフォームが活動中
例）“農林水産業のスマート化”、“持続可能”、“健康に良い”、
“輸出促進”、等。

・研究開発や実証、商品開発に取組む共同体。
→累計711の研究課題が実施

② 研究開発プラットフォーム

③ 研究コンソーシアム

① 産学官連携協議会

※令和８年１月末時点

※令和８年１月末時点

※平成28年度からの累計、令和８年１月末時点
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バイオエコノミー推進人材活動支援事業とは
「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームにおける、プロデューサー等によるバイオエコノミーの推進に資す
る活動を支援することにより、研究開発プラットフォームで創出された成果の商品化・事業化を促進するとともに、
ビジネスモデルの構築・検証等を推進できる人材の創出を目指す。
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ビジネスモデルの構築のための
調査・分析

構築されたビジネスモデルの検証等
※必須の取組

社会受容性があると判断した際
のプロモーション（周知活動）

技術シーズ/成果物の分析、顧客・市場等
調査及び分析、アンケート調査等

調査結果に基づくビジネスモデルの構築及び検証
（検証委員会等の体制整備により実施）

講演会等の開催、テスト販売、
展示会等への出展、PR動画・資料の作成等

研究開発プラットフォーム構成員

農林水産省の委託事業
（限度額300万円/件）

にて活動を支援 事業実施責任者
（プロデューサー等）

プロジェクトチーム

プロジェクトチームによる活動
※ビジネスモデルの構築・検証等を推進できる人材の育成を念頭において実施

研究開発プラットフォームの成果の商品化・事業化 ビジネスモデルの構築・検証等を推進できる人材の創出

研究機関 大学 民間企業 自治体



バイオエコノミー推進人材活動支援事業の概要
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構築されたビジ
ネスモデルの
検証等

社会受容性があ
ると判断した際
のプロモーショ
ン（周知活動）

ビジネスモデル
の構築のための
調査・分析

• 技術シーズ／成果物の分析

• 顧客・市場等の調査及び分析

• 社会受容性の判断に向けた取組（プロトタイプのサンプルワーク
（サンプル提供による感触の調査）、アンケート） など

• ビジネスモデル等の検討、構築及び検証（開発コンセプトや
成果物の販売戦略、知財戦略、ペルソナ（顧客像）の設定等）

• ビジネスモデル等の検証体制の構築 など

• テスト販売

• 展示会等への出展

• ＰＲ動画・資料の作成等 など

プロジェクトチームは、チームの状況に応じ、必要と考えられる取組を、以下の各項目に分け、取組を
中心的に推進する人材（ビジネスモデルの構築・検証等を推進できる人材）の育成も念頭に置いた上で、
実施する。

※調査・分析、ビジネスモデル構築等の過程で、社会受容性があると判断された場合に実施。

必須
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バイオテクノロジーや再生可能な生物資源等を利活用し、持続的で、再生可能性のある循環型の経
済社会を拡大させる概念。

出展：内閣府（バイオエコノミー戦略 -科学技術・イノベーション -内閣府）

バイオエコノミーとは

５つの市場領域を設定し、2030年に国内外で100兆円規模の市場創出を目指している。
①バイオものづくり・バイオ由来製品
②持続的一次生産システム（スマート農業、みどりの食料システム戦略関連技術、フードテック）
③木材活用大型建築・スマート林業
④バイオ医薬品・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業
⑤生活習慣改善ヘルスケア・デジタルヘルス

バイオエコノミー戦略

赤字：特に本事業で想定する領域
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事業実施責任者

事業実施責任者（プロジェクトリーダー）は、次の①～③のいずれかの者であること。

① 研究開発プラットフォームのプロデューサー

② 研究開発プラットフォームのプロデューサーの推薦を受けた者

③ 研究開発プラットフォームの設立を検討中であり、プロデューサーとなる予定の者

事業対象者は

応募は、事業実施責任者（プロジェクトリーダー）を中心としたプロジェクトチームを構成した上
で、事業実施責任者と代表機関の連名で行う。

代表機関

① 法人格を有し、経理事務を行う能力があること。

② 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」において、
「A」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされた者であること。

③ 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等
措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

④ 意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法等を明確にしているこ
とと、事務手続きに係る不正を未然に防止する仕組みが整備されていること。

⑤ 「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会の会員であること。

プロジェクトチーム

「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会の会員であること。



代表機関のみで事業を実施することが困難な場合、代表機関を含むプロジェクトチームの複数の機関
（構成員）が共同事業体を組織して応募することが可能である。この場合、代表機関は構成員の中か
ら選定する。なお、プロジェクトチームのメンバーは共同事業体の構成員以外の者も認められる。

契約方式は
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契約相手先が代表機関のみの場合

委託契約手続は代表機関と行う。代表機関はプロジェクトチームのメンバーに係る経費を支払う。

契約相手先が複数の機関からなる場合

構成員の要件等

・６頁の「代表機関」の①～⑤の全ての要件を満たすこと。

・企画競争において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできな
い。

・委託契約手続を行うこと。

・共同事業体に係る経費について各構成員に配分するほか、共同事業
体の構成員以外のプロジェクトチームのメンバーに係る経費を当該
メンバーに支払うこと。

・業務分担及び実施体制等を明確にした、構成員の全てから同意を得
た規約書、協定書又は契約締結書（又はこれに準ずる書類）を作成
し、契約締結前までに提出すること。

・委託事業に係る企画書等の提出を行うこと。

うち
代表機関

構成員の中
から選定



・顧客・市場等の調査や分析に係る経費（旅費・雑役務費・謝金等も含む。）
・顧客等を対象としたアンケート調査や分析に係る経費（旅費等も含む。）
・ビジネスモデルの検討、構築・検証等に係る人件費
・テスト販売に係る経費
・展示会等への出展に要する経費
・PR動画・資料作成に係る経費 など

支援対象となる主な経費・事業の流れ

事業実施期間：契約締結の日から令和９年３月３日（水）まで

委託費の限度額

公募・応募 採択 契約 事業実施

事業の流れ
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１件当たりの委託費限度額：３,０００千円/件（消費税及び地方消費税を含む）

主な対象経費

～４月２０日
６月上旬
（予定）

６月上旬
（予定）

～令和９年３月３日 ３月３日

報告書
提出

審査
（提案内容説明）

５月２８日

※研究開発要素を含む調査や試験に要する経費は対象外



応募方法①

① 企画書：事業の実施体制や事業計画等を記載。

② 経費内訳書：各経費の単価・員数を明示（共同事業体の場合は構成員毎に作成し提出。）。

③ プロジェクトチームの概要資料

・ 社会実装を目指す技術の概要が分かる資料。

・ 代表機関（共同事業体の場合は全構成員）の概要が分かる資料。

・ 所属又は連携する研究開発プラットフォームのプロデューサーからの推薦状。

・ 今後設立予定の研究開発プラットフォームの概要資料。

④ 企画競争参加表明書

⑤ 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格の資格審査結果通知書の写し（共同事業体の場
合は全構成員に係る写しを提出）。

⑥ ワーク・ライフ・バランスの取組が分かる資料（代表機関が該当する場合に提出）

提出書類

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業）
次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業、トライくるみん認定企業、
プラチナくるみん認定企業）
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）

女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者
の数が100人以下）であって、行動計画（計画期間が満了していない）を策定し、かつ、当
該計画が労働時間等の働き方に係る基準を満たしている場合

基準適合認定通知
書等の写しなどの
認定状況が分かる
資料を提出

行動計画の写しな
どの策定状況が分
かる資料を提出 9



応募方法②

〇 契約条項等に関する問い合わせ先
農林水産省 農林水産技術会議事務局 筑波産学連携支援センター

総務課用度係 電話：029－838－7217

〇 企画書等の作成に関する問い合わせ先
農林水産省 農林水産技術会議事務局 筑波産学連携支援センター

コーディネーション推進課 電話：029－838－7229
E-mail：pf-jigyou@maff.go.jp

提出期限：令和８年４月２０日（月）12時

提出方法：原則、提出書類をPDF化して電子メールで提出。

提 出 先：農林水産省 農林水産技術会議事務局 筑波産学連携支援センター
コーディネーション推進課
（E-mail） pf-jigyou@maff.go.jp

問い合わせ先

企画書の提出期限
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審査基準は

配点審査項目
審査の
観点

20点の場合
A 20点
B 16点
C 12点
D 7点
E 0点

10点の場合
A 10点
B 7点
C 5点
D 3点
E 0点

活動の目的と内容

必要性

・「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォーム（又は設立予定）
の成果の活用の有無、オープンイノベーションとの整合性（20点）

・バイオエコノミー社会の実現への期待の程度（10点）

・「バイオエコノミー戦略」で示された「バイオコミュニティの形成」
（注1）に該当するか否か（該当する場合は５点加点）

社会実装の実現に向けた具体的な取組の妥当性（20点）
実現性

社会実装の影響度（インパクト）(20点）

事業の実施体制の適切さ（10点）
効率性

経費の見積の適切さ（10点)

男女共同参画等への取組の程度（該当する場合は５点～１点加点）
ワーク・ライ
フ・バランス
（注2）

（注１）① 地域バイオコミュニティ（北海道、鶴岡、長岡、福岡、広島、沖縄）
② 育成バイオコミュニティ（東海、群馬）
③ グローバルバイオコミュニティ（東京、関西）

（注２）① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（プラチナえるぼし、えるぼし、行動計画）：５点～１点
② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定（プラチナくるみん、くるみん、トライくるみん）：５点～１点
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール）：４点



（参考）成果概要資料

過去の事業実施者（研究開発プラットフォーム）については、以下のとおり、成果概要資料を作成
しています。本資料は筑波産学連携支援センターのウェブサイトにて公開しています。
応募に当たって、参考にしてください。
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成果概要資料は、令和８年度公募の
ページの「【参考】「成果概要資
料」」からも見ることができます。

URL:https://www.affrc.maff.go.jp/tsukuba/top/cooperation/bioeconomy_support/bio2024.html
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皆様からのご応募をお待ちしております



農林水産省 農林水産技術会議事務局 筑波産学連携支援センター
コーディネーション推進課

電話：029－838－7229
E-mail：pf-jigyou@maff.go.jp

（問い合わせ先）
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